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(ウィーン支局)

　
き
よ
う
十
四
日
、
パ
リ
で
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
和
平
協
定
の

正
式
謁
印
式
が
行
わ
れ
る
。
内
戦
の

悲
劇
を
も
た
ら
し
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
紛
争
は
、
雑
題
を
は
ら
み
つ
つ

も
、
和
平
解
決
へ
の
方
向
に
と
進
み

始
め
て
い
る
。
日
本
と
し
て
も
堅
実

な
旧
ユ
ー
ゴ
政
策
、
そ
し
て
「
目
に

見
え
る
人
の
派
遣
」
を
検
討
す
べ
き

時
を
迎
え
た
と
思
う
。
。

　
今
こ
の
原
稿
を
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル

ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
で
書
い
て
い
る
。

　
今
月
、
何
度
か
ボ
ス
ニ
ア
を
行
き

来
し
て
い
る
間
、
袈
・
‥
）
い
夜
空
に
見

と
れ
て
い
る
自
分
に
気
付
い
た
。
流

れ
星
を
数
え
な
が
ら
、
『
本
当
に
静

か
だ
』
と
思
っ
た
。
こ
ん
な
経
験
は
、
’

こ
の
地
へ
の
取
材
旅
行
で
過
去
三
年

間
、
一
度
も
な
か
っ
た
。
銃
声
が
全

く
聞
こ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
で

も
、
前
線
周
辺
は
か
な
り
平
穏
で
、

砲
撃
の
応
酬
は
な
く
な
っ
た
。
一
九

九
二
年
四
月
、
内
戦
に
突
入
し
て
以

来
、
和
平
実
現
へ
の
機
運
が
、
最
も

盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な

い
。

　
米
国
の
調
停
に
よ
る
和
平
合
意

は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
、
来

年
の
米
大
統
領
迦
に
向
け
た
打
算
の

産
物
と
の
見
方
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
和
平
協
定
調
印
に
こ
ぎ

つ
け
た
の
は
か
つ
て
な
い
大
き
な
成

果
だ
。
今
後
の
和
平
実
施
の
過
程
で

は
、
日
本
の
「
国
際
貢
献
」
も
期
待

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
日
本
の
関

与
を
考
え
る
際
、
忘
れ
て
な
ら
な
い

「
日
本
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ワ
ー
（
世

界
の
大
国
）
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

な
問
題
で
あ
る
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
処
理

に
貢
献
で
き
る
国
だ
」
。
暗
に
日
本

の
経
済
支
援
強
化
を
求
め
る
コ
メ
ン

ト
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
過
大

な
要
求
の
口
実
を
与
え
か
ね
な
い
表

現
は
、
撤
回
し
た
方
が
い
い
。

　
さ
ら
に
和
平
協
定
調
印
に
伴
い
、

ボ
ス
ニ
ア
に
展
開
さ
れ
る
北
大
西
洋

条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
主
体
の
多

国
籍
軍
へ
の
対
応
に
関
し
て
、
懸
案

の
経
費
分
担
に
日
本
は
決
し
て
応
ず

べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア

展
開
計
画
の
策
定
に
、
全
く
参
画
し

て
い
な
い
か
ら
だ
。
外
務
省
幹
部
は

　
「
日
本
が
多
国
籍
箪
の
経
費
負
担
に

応
じ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
う
。
し

か
し
、
先
月
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
で
開
か
れ
た
国
際
会
議
で
、
米
政

府
関
係
者
は
、
「
米
は
年
間
経
費
（
推

計
六
十
偉
♂
）
の
三
分
の
一
を
出
す
。

残
り
は
他
の
国
々
の
負
担
」
と
述
べ

た
。
参
加
者
に
よ
れ
ば
、
「
他
の
国

々
」
に
は
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
諸
国

と
と
も
に
、
日
本
の
名
前
も
挙
が
っ

て
い
た
と
い
う
。

　
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
多
国
籍
軍
の
ボ
ス
ニ
ア

駐
留
は
一
年
間
と
さ
れ
て
い
る
か
、

会
議
出
席
者
の
中
で
は
駐
留
延
長
を

予
想
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
。
そ
の

聯
合
、
当
然
、
経
費
問
題
が
再
浮
上

す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
日
本
は
最
初

か
ら
、
は
っ
き
り
池

、
。
「
Ｎ
Ｏ
」
と
言

っ
て
お
い
た
方
が
よ
い
。

まずば大四l設を

　
こ
う
し
た
前
提

の
上
で
、
日
本
政

府
に
は
ボ
ス
ニ
ア

を
含
む
ユ
ー
ゴ
地

域
へ
の
「
人
の
派

遣
」
を
し
っ
か
り

と
考
え
て
も
ら
い

た
い
と
恵
う
。
ま

ず
、
旧
ユ
ー
ゴ
の

主
要
国
の
一
つ
、

ク
ロ
ア
チ
ア
の
首

都
ザ
グ
レ
ブ
に
大

使
館
を
設
立
し
、

ま
だ
国
家
承
認
し

て
い
な
い
ボ
ス
ニ

考
え
た
い
医
師
派
遣

政T映らぬ鼓顛
しし必めなと.1定ゴ　るの争の油田圃

使
わ
な
い
方
が
賢

明
だ
と
思
う
。

　
と
言
う
の
も
、
和
平
交
渉
の
立
役

者
と
な
っ
た
ホ
ル
プ
ル
ッ
ク
米
国
務

次
官
補
は
、
十
月
、
ロ
ー
マ
で
の
記

者
会
見
で
、
日
本
の
う
た
い
文
句
を

逆
手
に
と
り
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
だ
。

ドを10日、サラエボで軍記念日のパレー

行うボスニア政府軍の戦車

ア
に
は
首
都
・
サ
ラ
エ
ボ
に
連
絡
事

務
所
を
置
か
な
い
と
、
肝
心
の
外
交

拠
点
が
空
白
の
ま
ま
で
は
話
に
な
ら

な
い
。
ク
ロ
ア
チ
ア
大
使
館
設
立
計

国
は
一
時
、
予
算
要
求
の
直
前
ま
で

い
っ
’
た
が
、
そ
の
後
中
比
と
な
っ
た
。

ク
ロ
ア
チ
ア
は
新
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

　
（
セ
ル
ビ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
で
構

’
成
）
と
と
も
に
、
隣
国
ボ
ス
ニ
ア
の

命
運
を
左
右
す
る
国
で
あ
り
、
新
ユ

ー
ゴ
に
あ
る
大
使
館
だ
け
で
は
不
十

分
だ
。

　
ま
た
ザ
グ
レ
プ
に
は
日
本
の
巡
絡

事
務
所
は
あ
る
が
、
現
地
亘
用
具
が

い
る
だ
け
で
、
と
て
も
十
分
な
情
報

収
巣
が
出
来
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
先
進
国
で
ザ
グ
レ
ブ
に
大
使
館

を
置
い
て
い
な
い
の
は
日
本
だ
け

だ
。
今
か
ら
で
も
遅
く
な
い
。
年
末

の
予
算
編
成
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
大
使

館
設
立
経
費
を
組
み
入
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。

　
現
地
の
人
々
は
日
本
人
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
は
お
ろ
か
、
外
交
官
で
さ
え
’

姿
を
見
だ
こ
と
は
な
く
、
日
本
の
「
国

際
貢
献
」
は
目
に
映
ら
な
い
。
旧
ユ

ー
ゴ
地
域
へ
の
日
本
か
ら
の
人
道
支

援
総
額
は
、
上
位
五
位
に
入
る
二
億

ご
近
い
実
績
が
あ
る
の
に
、
こ
の
地

域
の
住
民
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な

い
の
だ
。
今
年
三
月
、
「
日
本
は
ボ

ス
ニ
ア
で
何
も
貢
献
し
て
い
な
い
」

と
語
る
サ
ラ
エ
ボ
市
の
あ
る
区
長

に
、
こ
の
金
額
を
伝
え
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
区
長
は
「
全
く
知
ら
な
か
っ

た
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
彼
が
私
以

外
の
日
本
人
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い

こ
と
を
考
え
る
と
、
無
理
も
な
い
と

恵
う
。

　
こ
の
時
以
来
、
ボ
ス
ニ
ア
で
最
も

喜
ん
で
も
ら
え
、
し
か
も
日
本
が
積

極
的
に
取
り
組
め
る
援
助
と
は
何
か

を
、
ず
っ
と
考
え
続
け
て
き
た
。
現

地
を
見
て
回
っ
た
印
象
で
は
、
医
療

分
野
だ
と
思
う
。
各
地
で
医
師
、
医

療
品
、
医
療
施
設
が
決
定
的
に
不
足

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
難
民
キ
ャ

ン
プ
で
は
そ
れ
が
著
し
い
。
日
本
が

独
自
に
医
師
、
看
護
婦
を
派
遣
し
、

ボ
ス
ニ
ア
の
主
要
都
市
に
仮
設
診
療

所
を
造
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
地
元
の
自
治
休
に
は
、
提
供

可
能
な
部
屋
は
結
構
あ
る
は
ず
だ
。

で
き
れ
ば
農
村
地
帯
の
た
め
、
移
動

診
療
所
も
定
期
的
に
開
設
す
る
の
が

望
ま
し
い
。

　
派
遣
人
員
の
規
模
、
期
間
に
つ
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
ボ
ス
ニ
ア
の
戦
傷
病
者
、

難
民
の
病
人
だ
ち
と
じ
か
に
接
し
、

介
護
の
手
を
差
し
伸
べ
る
日
本
人
が

多
く
な
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
現
地
の
人

々
の
心
に
残
る
援
助
は
な
い
。
政
府

が
既
に
検
討
中
の
選
挙
監
視
要
員
の

派
遣
と
と
も
に
、
じ
っ
く
り
考
え
て

ほ
し
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
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